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平成 19 年３月に、一宮市障害者基本計画（平成 18 年度～27 年度）を策定した後、

障害のある人を取り巻く環境は、大きな変革を遂げています。障害者権利条約の批准

に向け、国全体として、障害者福祉の様々な制度改正や国内法の整備が行われました。 

それを踏まえ、市の障害者施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、「第２次一

宮市障害者基本計画」(平成 28 年度～32 年度)を策定しました。 

計画策定にあたっては、前計画で掲げました基本理念「だれもが人格と個性を尊重

し支え合う共生のまち一宮」を継承し、前回計画における実績の評価・分析を行うと

ともに、第４期一宮市障害福祉計画の策定時に実施した障害がある当事者や障害者団

体・障害福祉サービス事業者へのアンケートやヒアリングを総合的な観点から再分析

し、課題を整理しました。また、学識経験者、障害福祉に関わる関係機関の代表者、

障害のある当事者及び団体の方、公募による市民の方に第２次障害者基本計画策定委

員会の委員としてご参加いただき、幅広い視野と専門的見地で、活発なご議論をいた

だきました。 

 この計画を推進していくためには、障害のある方はもとより、家族や地域、行政、

事業者、関係機関などが一体となって取り組む必要があります。市民の皆様はじめ、

事業者、企業など関係団体のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 最後になりましたが、この計画策定に参画していただきました策定委員の皆様はじ

め、貴重なご意見、ご提言を賜りました多くの市民の皆様に、心よりお礼を申し上げ

ます。 

    

平成 28 年３月 

                   一宮市長  中野 正康 
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■本計画で使用する法律名等の略称 

法律名等 略  称 

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支

援等に関する法律 

障害者虐待防止法 

国等による障害者就労施設等からの物品等の

調達の推進等に関する法律 

障害者優先調達推進法 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律 

障害者総合支援法 

障害者の雇用の促進等に関する法律 障害者雇用促進法 

障害者の権利に関する条約 障害者権利条約 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する

法律 

障害者差別解消法 

 

「障害」の表記について 

他の自治体や一部の企業において、「障害」の表記を「障がい」としているところがあります。 

前回の障害者基本計画策定後、平成 22年 11 月、「障害」の表記については、国の障がい者制

度改革推進会議の「『障害』の表記に関する作業チーム」により、広範な関係者からのヒアリン

グの上検討がなされましたが、結果は、「様々な主体がそれぞれの考えに基づき、『障害』につ

いて様々な表記を用いており、法令等における『障害』の表記について、現時点において新た

に特定のものに決定することは困難であると言わざるを得ない。法令等における『障害』の表

記については、当面、現状の『障害』を用いることとし、今後、制度改革の集中期間内を目途

に一定の結論を得ることを目指すべきである。」というものでした。 

現在のところ、新しい見解が出ておらず、今回の基本計画策定の中での議論も、様々な意見

が出され、「新たに特定のものに決定することは困難である」状況であったことを踏まえて、表

記の変更はせず「障害」とすることとしました。 

 




